
【県】3-5.都市計画公園一人当たり面積

出典：新潟県の都市計画－資料編－（令和６年版）（令和６年３月31日時点）

計算方法：都市計画公園計画面積（m2）÷都計区域人口（人）
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県平均

13_小千谷市
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23_燕市

24_聖籠町

24_阿賀町

都市計画公園一人当たり面積[m2/人]

R6
H31

都市計画公園なし

■５年間の変化

前回調査（平成31年）と比較すると、

県平均は13.2㎡/人から13.9㎡/人に

上昇。

最高ランクは湯沢町で変化なし。

■用語の説明

都市計画公園：計画的な都市づくり

のために必要な公園で、都市計画に

位置付けられたもの。

※緑地、広場を含む


